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1 基本方針の内容

1　固定方式から変動方式への移行

法定利率の定め方

を固定方式から変動方式に移行する

2　中間利息の控除のための長期の法定利率の新設

短期と長期の2種類の法定利率

3　遅延損害金の利率の上乗せ

2 固定方式から変動方式への移行が
実務に与える影響

3 基本方針の問題点

1　現行の法定利率に対する評価について

現行の法定利率は高すぎるという見

特別連載

民法（債権法）改正
の個別論点とその問題点Vol.7

Ⅰ 法定利息について
民法改正問題特別委員会 委員　福 本 洋 一
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解

2　固定方式から変動方式への移行

慎重に吟味され

る必要がある

3　中間利息の控除のための長期の法定利率の新設

逸失利益の算定方式自

体を見直すべきかという観点から議論される必要

4　遅延損害金の利率の上乗せ
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1 はじめに

意思能力に関する明文の規定を設ける

2 意思能力の概念

法

律行為をすることの意味を弁識する能力

意思能力の程度が異なってくる

3 意思無能力の法律行為の効果
―取消し

取り消すことができる

4 取消構成に対する検討

1

Ⅱ-1 意思能力
民法改正問題特別委員会 副委員長　林 　 邦 彦
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2

3

4

5
取消構

成と無効構成のいずれが妥当

引き続き慎重な検討を要する

5 その他の提案

1 意思能力を欠く状態で現行民法9条但書に該当す

る行為

取り消すことができない

2
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1 隔地者間の契約における承諾の発信
主義を到達主義に（【3.1.1.22<1>】）

隔地者間の契約は、

承諾が申込者に到達した時に成立する

到達主義

2 期間の定めのない申込みの撤回・失効
（【3.1.1.16】）

相手方がもはや承諾しないだろうと

申込者が考えることが合理的な期間」の経過によって申

込みの承諾適格が失われる 「合理的な期間の

満了前であっても、その申込みを承諾するのに相当な期

間」を経過すれば申込みを撤回できる

3 事業者による不特定の者に対する契
約内容の提示（【3.1.1.18】）

事業者がその事業の範囲内で、不特定の

者に対し契約の内容となるべき事項を提示した場合、提

示された事項によって契約内容を確定しうるときは、そ

の提示は申込みと推定する

Ⅱ-2 申込みと承諾について
民法改正問題特別委員会 事務局員　辻 村 和 彦
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4 申込みに変更を加えた承諾
（【3.1.1.24】）

基本的には現行民法を踏

襲 ただし書き

1 基本方針における保証制度に関する
見直しの概要

Ⅲ 保証
民法改正問題特別委員会 委員　安 部 将 規
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2「保証」概念の拡大―基本方針の提案
【3.1.7.01】

債務者と保証人間の「保証引受契約」

3 保証契約締結に際しての債権者の義
務

1　基本方針の提案【3.1.7.02】

努力義務

2　基本方針の考え方の根拠

3　基本方針に対する意見

4 適時執行義務の明示

1　基本方針の提案【3.1.7.06】

債権者には主たる債務者の財産に対する適時執行義務

が認められる

2　基本方針に対する意見
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5 根保証について

根保証人保護

根保証一般に拡大する

6 個人保証制度のあり方に関する
弁護士会意見

保証人となった者の保護が十分に図れている

とはいいきれません

1 基本方針における規律の概要 2
① 目的物の所有権が移転した場合に
おける賃貸人たる地位の移転等に
関するルール

1　基本方針の概要

目的物の所有権が移転した場合の当

事者間の関係 従前の判例を踏まえた規定

等を整備

Ⅳ 賃貸借（1）
民法改正問題特別委員会 事務局員　橋 本 芳 則
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2　問題点と意見

実務への影響及び

問題点

3 ② 賃借権に基づく 
妨害排除請求権の明記

対抗力

のある不動産賃借権について、その使用収益が妨害され

た場合、賃借権に基づき妨害の停止を請求することがで

きる

4 ③ 事情変更による賃料の 
増減額請求権に関する規定の新設

1　基本方針の概要
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2　問題点と意見

借地借家法の適用対象外となる賃貸

借契約についても賃料増減額請求権を認めよう

1 債務者以外の者による相殺
【3.1.3.23】

ア　基本方針の内容

第三者が相殺することを認めています

イ　問題点と意見

Ⅴ 相殺
民法改正問題特別委員会 委員　北 野 了 考・委員　豊 浦 伸 隆

乙

甲
A B

C
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「正当な利益を有する者」に

限るべきとの意見

2 相殺の効力【3.1.3.25】

ア　基本方針の内容

相殺の

遡及効の考えを変更し、相殺により債務は相殺の意思

表示の時に消滅する

イ　問題点と意見

反対の意見

3 損害賠償債権を受働債権とする相殺
【3.1.3.28】

ア　基本方針の内容

相殺が禁止される受働債権

を、次のア乃至ウの債権に限定
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イ　問題点と意見

被

害者救済にとって酷な結果

4 弁済を禁止された債権を受働債権と
する相殺等の禁止【3.1.3.30】

ア　基本方針の内容

無制限説

債権の双方が当事者の「特

定の継続的取引」によって生ずる場合に限って、合意

の効力を認める

イ　問題点と意見

相殺予約の効力の点につき反対の

意見

乙甲

X（差押債権者） A（債務者）

第三債務者B（相殺の意思表示）


